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日本不動産研究所からの固定資産税評価に関連する情報配信です。 
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財団法人日本不動産研究所 固定資産税評価研究会です。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

総務省より標準宅地の鑑定評価書の参考様式等が発文される 

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 総務省資産評価室土地第一係長は、３月２５日(木)に「平成２４年度評価替えに係る宅地鑑定評価書の参

考様式等の送付について」の事務連絡を、各都道府県市町村税担当課税制担当係長と東京都固定資産評

価課土地係長宛に発文しました。 

 

 事務連絡の内容としましては、「不動産鑑定評価基準の改正等を反映するとともに、従来用いてきた各種様

式を再整理し、平成２４年度評価替え用に作成することにより、市町村のより適正な評価事務を確保するととも

に、固定資産税土地評価に対する納税者等の信頼を一層高めようとする」ことを目的に、宅地の鑑定評価書の

参考様式を改正したというものであります。 

 その様式改正に伴い、今回から「価格算定補足資料」が新設され、以下の４つの資料の様式を併せて改正

されました。 

(1)鑑定評価書点検等要領 (2)価格算定補足資料 (3)鑑定評価価格一覧表（メモ価格用） 

(4)地価公示（公示地）の補正率一覧表、地価調査（基準地）の時点修正率・補正率一覧表 

 

 今回の鑑定評価書の改正は、現行の宅地鑑定評価書の参考様式（「平成１２年度評価替えに係る宅地鑑

定評価書の参考様式の送付について」（平成１０年３月１０日 土地第一係長事務連絡））を発文してから１０年

以上が経過し、その間に不動産鑑定評価基準の改正や地価公示の鑑定評価書の様式の改正が行われてい

ることから、固定資産税評価に用いる宅地鑑定評価書についても改正を行ったということだそうです。 

 

鑑定評価書の様式の主たる改正点は、次のとおりです。 

(1)書式をＡ４版横型式からＡ４版縦型式に変更 

(2)評価書全体の項目立ての変更 



現行 (1)基本的事項及び鑑定評価額等 (2)標準宅地価格評価の内訳(その１)  

   (3)標準宅地価格評価の内訳(その２) 

改定 Ⅰ.基本的事項及び鑑定評価額等 Ⅱ.鑑定評価額決定の理由の要旨（その１） 

   Ⅲ.鑑定評価額の決定の理由の要旨（その２） 

(3)様式１の「鑑定評価の依頼目的」の表現を変更 

(4)様式１の「鑑定評価の依頼目的及び条件と価格の種類の関係」の表現を変更 

(5)様式１の「利害関係と縁故関係の有無」の欄を「関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害  

関係等」に変更 

(6)様式２に「１．標準価格の査定」、様式３に「２．鑑定評価額の決定」の項目を新設 

(7)様式２の収益還元法を直接法のみとし、間接法を削除 

(8)様式３に「市場の特性」の欄を付加 

(9)様式３の「個性率の内訳」の表現を「個別的要因の格差率の内訳」に変更 

(10)様式４の項目を「１．近隣地域の状況（標準価格の査定根拠）」と「２．評価対象地（対象標準宅地）の状況」    

に変更 

(11)様式４の「交通・接近条件」の距離を、直線距離による測定か道路距離による測定かを明記 

(12)様式４の「地域の種別」を修正 

 

 また、補足説明資料を新設し、様式３の公示(基準）価格を規(比)準とした価格の標準化補正や地域要因の

比較の内訳を詳細に記載することができるようになり、様式２の取引事例比較法の事例の状況の説明と標準化

補正や地域要因の比較の内訳を詳細に記載できるようになっています。 

 さらに、様式２の収益還元法の想定建物の説明、総収益や総費用等の内訳を詳細に記載するようにしてい

ますが、これは地価公示の鑑定評価書の様式に準じています。 

 

 なお、「補足説明資料」の取り扱いにつきましては、事務連絡のなかで「評価事務上必要と判断する場合に

不動産鑑定士等から鑑定評価書の補足資料として徴するなど、各市町村の実情や評価事務体制等を十分勘

案しつつ運用すべきである」と位置づけられています。 

 

 「鑑定評価価格一覧表（メモ価格用）」につきましては、事務連絡のなかで「地価公示価格等との均衡及び

固定資産税における面的な均衡に十分留意する必要がある」との理由から、「価格形成要因に関する記載事

項を充実する改正を行った」とされています。 

 



 鑑定評価書の参考様式等の改正について、ご質問等がありましたら、お気軽に弊所にお尋ねくださいますよ

う、お願い申し上げます。 
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 情報配信サービス（このメール）について 

 このメールの内容等に関するお問合せは、お手数ですが、各担当までお願い申し上げます。 

 また、このメールの記事を許可なく転載することを禁じます。 
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